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事案の概要

　本件は、特許第3916281号に対する無効審判請求（無効2014－800118号）について、原告が平成27年
11月30日付けで請求した訂正（以下「本件訂正」という。）は認められないとした上、本件特許を無効と
するとした審決（以下「本件審決」という。）の取消訴訟である。原告は、本件訂正の可否のみを争って、
本件審決取消訴訟を提起した。

判示事項

≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（酸味のマスキング方法－訂正要件の適合性）［上］（全２回）

－平成28年（行ケ）第10157号、平成29年７月19日判決言渡－
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１　取消事由１（請求項１に係る訂正要件判断の誤り）について
１．１　訂正事項１について

訂正事項１は、特許請求の範囲の請求項１における「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品、
又はコーヒーエキスを含有する製品に」を「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品に」に訂正し、
また、「スクラロースを該製品の0.000013〜0.0042重量％の量で添加する」を「スクラロースを該製品
の0.0028〜0.0042重量％の量で添加する」に訂正し、さらに、「酸味のマスキング方法」を「該製品の
酸味のマスキング方法」に訂正するものである。
この点につき、審決は、本件明細書の記載から「醸造酢及び／又はリンゴ酢を含有する製品」にお
いて、スクラロース添加量の下限値が「0.0028重量％」であることを導くことはできないから、訂正
事項１は、本件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないと判断した。
１．２　訂正要件判断の当否について

実施例２においては、醸造酢を含有する製品として、酸味のマスキング効果を確認した対象は、
調味液ではなくピクルスである。本件明細書に記載された0.0028重量％は、調味液に含まれるスクラ
ロース濃度であるから、当該濃度は、酸味のマスキング効果が確認されたピクルス自体のスクラロー
ス濃度であると認めることはできない。
他方、ピクルスにおけるスクラロース濃度は、きゅうりに由来する水分により0.0028重量％よりも
低い濃度となることが技術上明らかである。そして、0.0028重量％よりも低いスクラロース濃度にお
いてピクルスに対する酸味のマスキング効果が確認されたのであれば、ピクルスにおけるスクラロー
ス濃度が0.0028重量％であったとしても酸味のマスキング効果を奏することは、本件明細書の記載及
び本件出願時の技術常識から当業者に明らかである。
そうすると、製品に添加するスクラロースの下限値を「製品の0.000013重量％」から「0.0028重量％」
にする訂正は、特許請求の範囲を減縮するものである上、本件訂正後の「0.0028重量％」という下限
値も、本件明細書において酸味のマスキング効果を奏することが開示されていたのであるから、本
件明細書に記載した事項の範囲内においてしたものというべきである。
１．３　被告の主張について

被告は、調味液の酸味がマスキングされたことについては本件明細書の実施例２に何ら記載され
ていないとして、原告の主張は、本件明細書の記載に基づかないものであるなどと主張する。
確かに、実施例２における酸味をマスキングする対象は、ピクルスであって調味液であるとは認
められず、これを調味液であるという原告の主張は、本件明細書の記載に照らし、失当というほか
ない。しかしながら、酸味をマスキングする対象がピクルスであり、この場合におけるスクラロー
ス濃度が直接明らかでないとしても、当該濃度で酸味のマスキング効果を奏すれば、少なくともこ
れより高い濃度である「0.0028重量％」の濃度で酸味のマスキング効果を奏することは、本件明細書
の記載及び本件出願時の技術常識から当業者にとって明らかなことである。
したがって、被告の上記主張は、採用することができない。

２　取消事由２（請求項２に係る訂正要件判断の誤り）について
２．１　訂正事項２について

訂正事項２は、特許請求の範囲の請求項２の「クエン酸を水溶液濃度で0.1〜0.3％含有する製品に」
を「クエン酸を0.1〜0.3％含有する飲料に」に訂正し、また、「スクラロースを0.0000075〜0.003重量％
の量で添加する」を「スクラロースをその甘味を呈さない範囲で且つ0.00075〜0.003重量％の量で添
加する」に訂正し、さらに、「クエン酸含有製品」を「クエン酸含有飲料」に訂正するものである。
この点につき、審決は、本件明細書の記載から、スクラロースを添加して酸味のマスキングを
行う対象が「クエン酸を0.1〜0.3％含有する飲料」であること及びスクラロース添加量の下限値が


